
大 学 改 革 と 物､性 研 究 所

物性研究所所長 鈴 木 平

昨年 12月に,私は物性研究所の現状と将来に関す る問題について早急に検

討を開始する予定で あることを述べた (｢物性研だ より｣里,5号) 〇･大網的

には創立以来の運営方針にしたが って運営されてきた物性研究所がすで咋1 2

年を経過し,その間,物性物理学の進歩発展と分化が急速に進み,このままで

は もはや共同利用研究所 としての存立が危ぶまれている現実を何 よりも先 きに

指摘 したか ったのである..それは,まず,主要装置が創立時のままであるため

にすでに新しい研究の要求に答え られなくな っている とい う設備的な問題を如

何に打開す るかとvlうことであるが,問題は予算措置に とどまらず,vlろの ろ

の点で研究所のあ 9万をこの際刷新する方が よ､V,と考えたか らであるO

共同利用研究所 としての物性研究 所をV,ま一度根太か.ら検討し直した上で再

出発する位の気概が必要である と判断して,普段か ら考えてInた問題 を拾摘 し

たのであるが,一万, 日を外に転じる と,今年に入 って大学の根本的改革の論

議がさかんになり,中で もわれわれの最大園心事である研究 ･教育面の昔 なが

らの体制を時代の要求に応 じて刷新しよ うとV,う動 きが大学の内外で碍発に夜

?て きた (東京大学大学改革準備調査会 ｢研究教育組織改革の問題点｣ 1969

-715･,学術竃議会学術研究体制特 別委員会中間載告 ｢大学に暴 ける学術研究

体.制の整備につvlての基充的考え方｣1969-6-25,etc.)O

上記の 2報告は,その性格が 中間報告的なもので あること,あるvlは叩 き台

的資料である.ことを腰 祷 してはいるが,かなり積極 的に結論的方向凌 打ち出 し

ているOこ れよ り先 き,物性研究所内では冒頭に述べた蘭題纏起に対 して ｢物

性研の研究体制の検討｣ (所内 5分科会幹事会覚書 1969-2-,22)の結果が

発表され,また全国共同利用研究所の関係では ｢全 国共 同利用研究所の現状 と

問題点｣ (国立大学付置研究所長会議常置委員会特別分科会報告 1969-6-

12) が発表されたO これ らは,いずれ も共 同利用研究所のあり方について.

現在われわれが抱えてV,る問題点の検討に主眼をお･nた もので, 明確 な解決 の

方向を示唆するに至 ってはvrlない 0

-209-



特 集

東大改革準備調査会の覚書 に も,学術審議会の中間報告に も共通した考え方

であるが,従来の ｢学部｣と ｢付 置研究所｣とを解体して,研究者 としての教

官組織 と教育者 としての教官組織 とに分別す ることを主張してvlるO両者は同

一教官が もつ 2性格を従来の ｢学部｣ とvlう1つの組帝で受け とめ きれなV,とL~

ころにいろV'ろめ問題が派生した と考えたのであるO

深 く専門的に学問を追求す る研究者p-群が ｢付置研究所｣を組織 してV,る

のが現状であるが,それは嘗て教育と研究 との両機能 につvlて ｢学部｣のみに

依存することによる不足を補 うとV,う意義をもってV,た｡しか し,最近にな っ

て,ひとつには学 問の急速夜発展 と分化が大学教官の負 うべ き研究任務を増大

させ,他方には学生数の急激夜増大による大学のマンモス化が学部.レベルの教

育任務 を増大させ,学部教官の もつ 2つの任務･の調整が益々無理にな って きた.

それと同時に, ｢学部｣ と ｢付置研究所｣との相補的意義が薄れて きたことも

事実であるO 結論的にvlうな らば, 2報告か ら察す るとをうえ壬のように して

学部 教官が 2つの任務を満足に果す ことがで きず,多 くの場合研究に傾斜する

傾向が強V,ために,教育面での活動不足が学 生の不満を買 うように なり,さら

に,学生の この不満を充足させるために付置研究所は何の役割 も果 してvlなvl

とvlうのが学部教 官の不満 となってV､るらしvl o

上記の 2報告が研究 と教育 とを矛盾な く内包させ ようとす る教官の立場を重

視 してvlることを私は認めるけれ ども,その教育面に関する考察が不十分にし

か行なわれてvlなvlことと ｢付置研究所｣を深vl考察なしに否定してV,ること

とに甚だ疑問を感 じるo vlうところの大学改革が ｢学部｣教官の研究者 として

の自己満足にかかわ り過 ぎるよ うに思 うo

それは, ｢学部｣と ｢付置研究所｣と智共に解体して,改めて研究のための

教官組織をつ くり,必要 な ｢研究施設｣を置こうとする ところに明白に現れて

vlる.現在の ｢付置研究所｣の多 くは,嘗てこれ と似た発想の もとに生れたの

であ り,い うところの改革は,形体的に歴 史の単なるくE)返しに過 ぎなvlので

は夜V,かと思われる.か りに実質的利益があるとすれば,それは古い歴 史を背

景に して徒 らに太 った ｢付置研究所｣を整理す るとvlう効果であるが,それだ

けのためにすべての研究所をつぶそ うとvlうのは,問題を大げさに拡大してみ

ょうとt云 う意図なのか, あるV,は頁に ｢付 置研究所｣の無用哲主張してvlるの
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か甚だ し く判断に苦 しむ ところであるO

日本 に卑げる基礎科学の 中心は大学にあ り,その少か らぬ責任部分を ｢付 置

研究所｣が負 1'てV,るOこの点はアメ リカあた りとはかを_9違 った特長で あるO

個人の自由と独立を尊重す る個人喜寿が発達 し,且つ経済 力の大きvlアメ リカ

におV'ては,基礎科学の研究を大学に限 らず国立研究所やあるV,は民間の研究

所で もか な り自由に行な うことが可能であるo LL,か し,学問に とっ七欠かす こ

とので きをV,研究の自由を大学にしか見出せな vlわが国の状況では,かな り違

った考え方 をす る必要 があるのは 当然で 奉ろ う.わが 国のこの傾向は今後 とも

容易に改ま るものではなV,と思われるが, もしそ うだ とすれば,大学の研究 を

えたV,の知れぬ ｢研究施設｣や,教育観酸を不 明確 に分離 しただけの ｢教 官組

織｣に胡待す るのでは,近い将来,再び必ずや ｢研究.｣のよ り明確 を分離 を要

求す る声があが るのは火をみ るよDも明らかである .,す夜わち, ｢学 部｣をい

うが如 く改革す るととは重要 と考えるが,大学の改革のために何故匪 ｢付置研

究所｣を解塊しなければな ら卑予 のかま った く不明であるo ｢付置研究所｣ を

否定す るととは大学がに な ってvlる研究の使命にあえて 目を蔽 お うとする～もの

で,自己矛盾 も甚だ しV,と思 う頑 vl_かがであろうか O

とはvlえ, ｢付置研究所｣のあ少方 をそのまま是認するものでは な示O と く

に, ｢付置研究所｣の再検 討を ｢学部｣の改革 と並行 して行 なうことは重要で

あるO ｢学部｣が研究 ･教育の機能分離の方 向に自己改革脅しようとしてV,る

ときに,研究を主体的任務とす る ｢付置研究所｣が一歩退V,千,自 らの存在意

義につvlて反省する ことは決 して無駄 なことでは な vl o 改革 された ｢学部｣に

対 し, ｢付置研究所｣としで改めて固有の積層 的意 義を もつこ とが要求され る

のは当然だか らである｡

ま った くの私 見で あるが,今後の新しV,大学に残 るべ き ｢付置研究所｣をます

べて ｢共 同利用研究所 ｣ として,その体質と機能 と菅改革すべ きも0,と考 え るO

それ以外の通常の ｢付置房究所｣は ｢学部 十に融合 して一株化す るな 少, あ る

高は新 しい ｢学部｣, もし くは ｢学内共通研究施設｣に転身す るのがよvlで あ

ろうO

｢共 同利用研究所｣を大学の外郭に位置づけて,大学の自治 との矛盾を緩 和
e

し,相互尊露に よっ-て大学の内部と調和を保 つ ようにす ることを考えるべ きで
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ある｡全国の主要大学は然るべ き全国的審査機 関の議を経て特長ある ｢共同利

用研究所｣ をもて るようにし,全国の研究者に対 して開かれた運営 がで きるよ

うに制度を改革すべ きである｡ この種の ｢研究所｣を経営し,全国の研究者に

それ脅開放する ことを,む しろ今後の新しい大学の任務 とす るとい うのが私の

意見であるOこれ らの ｢研究所｣は,必ず しもビッグサイエ ンスに対応す る巨

大施設や 巨大予算が唯一の存在条件 ではな vl｡それぞれが著 しV,学問的特色を

もち,予算その他で思vlきった国家的措置をとるように少数精鋭を旨として設

置す ることが最 も電撃である｡

これ らの ｢共同利 用研究所｣は既設の共同利用研究所をふ くめて,柔軟夜研

究体制奇しき,客 員部 門制壁や所員の任期をお くことに よって円滑を人事交流

を実施 し,高V,レベルの研究 と新分野の開発研究の場 として機能を発揮するこ

とが重要であるO また,若vl研究者の養成のための機能 もあわせ もつ ことを期

待すべ きである｡

これ らにつV,て,一般 的見地か らの検討は他の場所で述べたので (｢全国共

同利用研究所の現状 と問題点｣参照),ここでは残された僅か を紙数替つか っ

て,物性研究所 に焦点を合わせてそ の主要 な周 題点に限 って私 見を述べてみた

vlo 冒頭に述べた ｢物性研 5分科会幹事会覚書 ｣は問題の指摘にとどまり,方

向づげを避けてvlるが,私 としては 9月以降に東大改革の論議と並行的に所内

の領論を再開して もらV,,大綱につvlての解答 を用意する必要があると考えるO

(1) 物性研究所の目的 (5分科会覚書か ら)

物性研究所は全 国共同利用研究 所として,物性物理学を中心 とする研究 を総

合的に遂行す ることを目的 としているO 物性物理喪は今や物質に関すa.物理,

化学から地質学,あるvlは地球物理学その他工学の各分野にひろ くまたがる物

質科学の基礎 を構成 してvlるO

物性研究所のあり方を吟味す るにあた って,物質科学の将来特.対 L{て一応の

見通 しを もつ必要があろ うo これまでの物性物理学の基礎論的観点か らすれば,

現在は予徹された発展の限界に近 く到遷 してvlて, これか らの学問の動向は未

知の商域の開拓に依存す るところが大 きvlとvlえる｡す なわち,一方にかV,て,

従来の研究を より定量化 し,精密化 してい く自然延長的発展の方向町 司って研

究を進めることはもとより大切であるが,他方にお vlて,以前にも増 して,新
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Lv,研究対象な り研究分野 を積極 的に開拓す ることが期待されてい るのであ り

この方向に新 しい原理的基礎 的間藤の追求の道が切 り開かれる ものと考えるO

その間額 としては,従来の固体物理学の枠か ら暗み 出るものが出現す るか も知

れ 夜 V,｡ 物性研究 所 としでは これ らの 2つの研究方向を並行させて進めるが,

将来は後者が研究の主流と怒ることもあ り得る｡

(2) 研究'体制

上記のように,寅に新 しvl分野を開拓するとvlう困難を使命を負 う研究所 と

してはつねに柔軟 夜研究体制を保持 し,また臨機の予算措置を可能托し浸けれ

ば なら夜vlo

柔軟夜体制 として,第 1には従来の部 門制 を廃止 し,最小の研究塵位 -(チ ー

ム)として研究室 (vlままでの半部 門)をとるo 第 2には,相 当数の客員研 究

室を設置して外部の研究者の実質的参加を容易にしなければ ならなvi.O

基礎科学の分野では,やわ ゆる ｢プ ロi7ェク ト研究 システム｣の効欄を私 は

疑問に憩 ってvo るC それは共樽の目的庭対 して, ある期間内に何 らかの成果を

生み出そ うとして研究者を組繊する ものであるが,その作業過程で真に創造 的

役割を演ず るのは頑に 立つ 1, 2の頭脳で,実塵 に作業に参加す る多数性掃巨登

者 とvlうより技術者に近vl性格 にとどま り,む しろ研究者 としての創造的能力

を犠牲にす るこ とが強制されるものであるOす なわ ち, このような親 戚を線 む

ことにはつねに無理が伴 うO

しか し,科学の急速な発 軍と分化の傾向は益 々強 ま り,新 しvl研究 恕ス ピー

ディに仕上げてvlくことが要求され･,その場合の成 否は多数 の研究者の協力の

有無,あるvlは急速 な情報交換の有無が決定的であることも確かであるo Lた

が って,ある榎の好究集 団の構 成はひじょうに望ま しV,ことであり,私はこの

種の研究集団組購替 ｢研究 コア-Vステム｣ と呼んでいるが,それ昼 ｢学部｣

において実魂するJElとがむずか しいが, ｢研究所｣.VEかV'ては 至 って容易で あ

るとvlう特長を も って vlる｡

た とえば,′L/-ザ-分光技緬をvlろvlろの物質,.あるV,は現象の追 求に使 用

しようとする研究者が共通め基太設備,す なわち各種の レーザ ー光源お よび各

種の分光器を中心にして 集 り,それぞ れ互いに学問的に隣接す る領域の研究 を

進める とす るO 絶境の中心には量子光学を専 門とす る研究チームをお くOこの
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種の組織の効能は説明するまで もなvlであろ うO この ようなシステムをvlくつ ,.

かの重点分野に対 して組 むこ とに よ,O,それぞ れの分野の進歩は加速 され,局

辺商域への浸透 も遠 誉る O もちろん, このためには特別予算の投入が必要であ

り,研究所金枝 を この ような複数の組概で構成するために数年単位で次々に新

しvl組織智つ くることが必撃である｡V,ずれ も固定的なものでは な く,必要な

ときに発展的解消が行孜われるべ きものであるO現在の物性研究所では予算さ

え許せば 直ちIi/(,10程度の雷撃 を研究案団を形成することがで きる.
1

｢研究 コアーシステム｣とV,うのは コア 一に大かか りな共通の基本的設備を

か くものであるため(a, 至 って現実的な集団組縛で,共通の研究テーマを中心

に董 団を組む ｢プロ汐エク ト研究 組織.｣ とこの点で太賃約に異なるO より現実

的である所以は,一つには掻済的理由でめり,一つには研究者間に強vl束縛 を

与えなvlので実行性がめるためで4)る.軟性物理におvlて も,胡究装置は漸次

大型化し, 高価にな りつつあるので,研究所内の各研究チームが最新の設備を

?ねに用意す るのは益々調難に な って きてvlるO少 な vl予算 脅ひろ く分 配する

のでは期待するような的拓的仕事を遂行で きに くV,とV,うのが現実で ある.な

蘇, ｢研究 コア ーレステム｣を鼻に効果約7.rL運用す るためには研究所の建物か

らそれ(/E適 した構造の ものに改め ることが簿まLvlo

もちろん, この ような重点研究分野を選び出すために研究所内外の研究者の

連絡を密にし,現在の′物性研協議会などが より実質的に活動するようにしなけ

ればな らな vlと考えるO

(3) 研究者組織

現在の教授,助教授,助手等の呼称を改めると共に,次のよ うな任期 制 をし

いては どうかと考 えるo教授,助教 授を一括 して教授 とし,その一部に任期

(10年 )智つけるO 助手は研究 葛と呼 び,現在の 5年任期の制度を維持するO

教授 1,研究員 1- 2,技術員 2が 1チームをつ くる (現在は 1, 1, 1)｡

さらに,教授 と研究員とを総称 して所 員と呼び,所員会智構成する ｡ ただ し,

所員会の機能は主要 な点 に関する限り現行のままでよvlと思 うが, 研究員全員

の参加は物理的に実質的審議を凶難にす るので,その少数代 表 と教授全員とが

審議機関 としての所員会をつ くる ようにしなければ ならをvlであろ うO

新 しvl所員の任用は現在同線すべて公募制に よ り,選考は所外の他部局お よ
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び他大学教官の知 らた現行の人事選考協議会が行な うことを変える必要は な い O

(4ト 大 学 院

｢共同利用研究所｣に設 罵される大学院は ｢研努喋 .｣と呼び, ｢大学院｣に

対応す るもの として新たを横根に もとづいて制度化す るのが よvlo ｢研究院 ｣

は現在の博士課程に該 当す る レベルの もの として, 2- 5年を蛍位 とす るO専

門分野に よ っては,現在の修士課程に相 当するところか ら教育に関与す る必要

があるか も知れなvlが,その場合には研究所教官が ｢大学院｣を兼任すれば よ

V,であろうO博士論文審査tFは他部 局および他大学教官の参加 してV,る現在 の

人事選考協議会零 尋があたれば よvlo

｢研究院｣は もっぱ ら研究者の養成を目的とし, 全国の大学 の学 生と民間機

関の若vl研究者に対して開放される｡,前者に対しては完全 を国学更給啓が望まれ

る O 物性研究所 としては 1研究 チ ームに 2名の研究院 生を限度 と考え るO

(5) 共通サ ービス部 門

現在の共通部門の大半はV11?ば私設の ものであ り,制肝 として公げに認め ら

れてvlをvlo これ らを早急に制度化 して,要員の上で も強化 しなければ ならな

い o これは近代的研究所 として必須の条件 と考える｡また,最後にな ったが,

研究者および技術者等の大学職員の待遇問題は新 しvl大学づ く_ruを考える と き■

に忘れてはならをvl問事 と考えるO

.以 上は主要と考え る問縛の一棟に渦 ぎな い O 自力で解決で きることば とも角

として,予算にして も人 員に して も自力では どうしようの夜vl問確が余 りに 多

V,が,大学が危機に頻 してvlる時で あるだけに,大学所属の研究者と して, め

れわれの責任を一層強 く感ずる ものである｡
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